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もみじ台地域の

まちづくり

令和８年１月27日（火）

札幌市まちづくり政策局  都市計画部

第４回

（仮称）もみじ台地域　土地利用再編方針検討会議
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意見交換会の開催概要
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意見交換会の開催概要

＜開催概要＞

日時：令和８年１月17日（土）14：00～16：00

場所：もみじ台管理センター　大会議室

参加者：

周辺住民26名

オブザーバー：

検討会議座長　鈴木先生

みずほ自治会三役
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代替案の検討（意見交換会資料）
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第1部　全体説明
　◇代替案の検討にあたっての前提条件
　◇代替案の検討結果
　◇意見書に対する札幌市の考え

第2部　グループ対話

第3部　全体共有

備考
● 土地利用計画案は未確定です。
● この場で結論を出すものではありません。
● できるだけ多くの方が発言できるよう、ご協力ください。
● いただいたご意見や質疑応答は、次回の検討会議（1月27

日開催予定）で報告いたします。
● 記録作成のため、録音いたします。

第2回検討会議で示した土地利用計画案
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義務教育学校
+地域コミュニティ施設

もみじ台東公園
再整備（移転先）

凡例

市営住宅

跡地活用

もみじ台地域の土地利用計画案についての意見交換
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2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 2051-2053

市営住宅の再整備

跡地の発生時期

義務教育学校
+コミュニティ施設 基本計画～工事

第３期

❸2.0ha

第１期

第２期

第５期

❹2.5ha

❷2.3ha❶1.7ha

跡地活用第１号
旧もみじ台南中学校

R18（2036）開校

❺2.0ha

第４期

⓬3.5ha
❼2.5ha

❽５.５ha
❿5.5ha
❾1.0ha

⓫5.0ha❻2.0ha

第2回検討会議で示した事業スケジュール案
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周辺住宅地への配慮の考え方
◇戸建住宅敷地からの離隔距離を確保し、
　北側は階段状にして圧迫感を軽減・日照を確保

◇良好な住環境の形成に資するよう外構の整備を検討

10ｍ以上

30ｍ以上

集会所の設置エリア②

集会所の設置エリア①

これらのイメージは実際の整備内容を表すものではなく、今後変更になる可能性があります。

第2回検討会議で示した案の振り返り
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代替案検討の条件

もみじ台地域のより良い土地利用再編に必要だと考える条件

市営住宅もみじ台団地の移転計画について
　コミュニティに配慮し、1回の引越しで行う計画とします。

都市計画法（高さや容積率など）、建築基準法（日影規制など）の法規制

義務教育学校とコミュニティ施設について
　まちづくり指針を踏まえ、地域の中心部に、可能な限り早期に整備します。

技術的制約

同時に整備できる戸数の上限（建設費高騰・人手不足）

➡まず最初に、少なくともE1-7号棟を移転対象とする必要があります。

➡入居世帯数分の住戸を再整備します。

➡階数の上限は8階建てとします（これまでの検討と同じ）

➡200戸程度を基本に、最大でも400戸程度を上限とします。　（これまでの検討と同じ）

次
頁
で
理
由
を
説
明

E団地、S団地、N団地+W団地、３つの系統を並行して玉突きで建替え

➡移転は、E団地内で完結できるよう、段階的に行います。

8



未定稿

● 義務教育学校
● コミュニティ施設
● 公園
● ショッピングセンター

4点セットを地域の中心部に設けることで、まち全体の魅力が向上す
る。

「隙間建築」とは
①既存の建物の隙間に新しい建物を整備
②新しい建物に引っ越し
③既存の建物を解体

メリット：タネ地を必要としない
デメリット：戸数のわりに広い敷地が必要、非効率

跡地の活用無しで、全棟を同時に整備すれば、理論上は市営住宅用地
内だけで建て替えが可能だが……
➡同時に整備する財源はない、まちにリニューアルにつながらない

➡基本的にもみじ台で使うべき手法ではない

（凡例）
ピンク色：Ｅ１～7、水色：Ｅ１４～16、黄色：Ｅ１７～18

現在の学校の課題は、通学距離の長さだけでなく……

①の理由

● 学校としては、地域全体の中心に位置しており、
どの地域からも通学距離が公平であるべきで
す。

● 児童生徒だけでなく、管理センター（集会所・
ホール）や児童会館など、すべての地域住民が
集う施設が一体で整備されます。

● 「まちづくり指針」の策定過程で、住民・事業者・
有識者と積み上げてきた経緯を大切にすべき
です。

「まちづくり指針」策定の経緯

R3.1 小中一貫校設置を要望する意見書

R4.3 「まちづくり指針」検討委員会立ち上げ

R4.7 「もみじ台地域まちづくりビジョン」公表

「まちづくり指針」について、オープンハウスやパブ
コメなどを実施

R6.3 「まちづくり指針」策定

● 教育環境の向上や通学負担の軽減などの観点から、義務教育学
校をできるだけ早期に整備します。

● 学校だけでなく、管理センター（集会所・ホール）や児童会館など、
すべての地域住民が対象の施設を、地域の中心部に整備します。

※機能のイメージであり、実際の整備内容は未定です。

義務教育学校とコミュニティ施設について

● クラス替えが困難、人間関係が固定化し、集団活動の機会が限定される。
● 運動会や学習発表会などの学校行事で、種目や演目が限られる。
● 様々な価値観への出会い、社会性や協調性、コミュニケーション能力を伸ば

す機会が限られる
● 学校行事において、児童生徒の安全・安心の確保や円滑な運営に必要な体

制を整備しにくい。

小規模な学校の課題

ショッピングセンター

多機能なコミュニティ施設

賑わう公園地域に開かれた学校

多世代の交流

子どものお迎えと
買い物をまとめて

新たなセンターゾーンのイメージ

学校 公園

コミュニティ施設

安全な放課後の居場所
遊びながら学べる屋外教室

多世代の交流
図書室等の共有

屋外のサークル活動
マルシェやオープンカフェ

まちの心臓部
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● 既存の自治会コミュニティに配慮して移転計画を立てます。
● すべての希望者が、もみじ台地域内に住み続けられる戸数を整備します。

代替案の検討にあたっての前提条件
　①義務教育学校の位置は、変更しません。
　②市営住宅の移転は、コミュニティ単位、

かつ、引っ越し1回で行います。

● 市営住宅入居者は、単身高齢者・後期高齢者の割合
が高い

● 長期間住み続けている入居者が多い
● 孤立しがちな高齢者にとって、これまで培ってきた

コミュニティが重要

➡生活の安定のためには、
　　移転の負担軽減とコミュニティへの配慮が必要

●入居者はもみじ台地域内での移転を基本とする
建替え時点の入居者が住み替える住戸数は確保し、希望する人は住み慣れたもみじ台地域

内で暮らし続けられるよう配慮する

●移転は１回
いまの住まいから、建替後の市営住宅へ本移転 （仮住まいへの仮移転は無し）

●移転先は極力近い場所へ
いまの生活圏域が大きく変わらないように移転先は近い場所へ

●既存の自治会単位での住み替え
移転後に、現自治会が分裂・飛び地とならないように配慮する

入居者の負担軽減やコミュニティの持続に配慮し、次の方針で再整備を進める

●老朽化する団地を効率的に建替え
高層化などによる集約も視野に入れ検討

●空き住戸の暫定利用を検討する
長期の事業となるため、コミュニティ持続や多世代交流を促す

市営住宅もみじ台団地の移転計画について単身高齢世帯の割合が高い

単身高齢世帯
41％

その他の世帯
41％

ま
た
全
体
の
約
4
割
が
単
身
高
齢
世
帯

●入居者はもみじ台地域内での移転を基本とする
建替え時点の入居者が住み替える住戸数は確保し、希望する人は住み慣れたもみじ台地域

内で暮らし続けられるよう配慮する

●移転は１回
いまの住まいから、建替後の市営住宅へ本移転 （仮住まいへの仮移転は無し）

●移転先は極力近い場所へ
いまの生活圏域が大きく変わらないように移転先は近い場所へ

● 入居者はもみじ台地域内での移転を基本とする
● 移転先は極力近い場所へ
● 移転は１回
● 既存の自治会単位での住み替え

10

市営住宅もみじ台団地の入居者の高齢化率55％
（後期高齢者35％）
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代替案①
市営住宅用地内だけで移転・再整備できないか。

必要な戸数を整備できない

代替案③
市営住宅用地以外に整備する戸数を減らせないか。

もみじの丘小学校には、整備せずとも成立
もみじ台東公園に整備する戸数は減少

代替案②
もみじ台東公園ともみじの丘小学校に建設する

住棟の配置を最適化できないか。

分散配置が可能、南東側の離隔増加 もみじ台東公園ともみじの丘小学校の間の道路を廃止、
市営住宅敷地内に歩行者通路を整備

跡地活用可能な敷地が減少し、幹線沿道から丘小跡地に
➡跡地のポテンシャル低下

代替案①
市営住宅用地内だけで移転・再整備できないか。

代替案②
もみじ台東公園ともみじの丘小学校に建設する

住棟の配置を工夫できないか。

代替案③
もみじ台東公園ともみじの丘小学校に建設する

規模を縮小できないか。

非常に困難

やや困難

やや困難

11
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代替案①　市営住宅用地内だけでの移転（移転プロセス）
E1-7（義務教育学校敷地） E8-36

現状

隙間に市営住
宅を建設し、
E1-7の入居者
と近隣の入居
者を移転する

学校とコミュニ
ティ施設を建設

12

既存の市営住宅を解体

近隣の入居者の移転先も同時に整備する必要がある
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義務教育学校用地を除いたE団地内に、1198戸の市営住宅を建築可能ですが、
同時にすべてを整備できないので、グループ分けを検討します。
（グループ分けの条件）
　・１グループは200戸から最大でも400戸程度程度（同時に整備できる上限）
　・飛び地を１グループとするのは不可
　・半端な土地を残さない

また、隙間に建築する場合は、隣接する住棟の入居者を同時に移転する必要がある。
したがって、隣接する住棟の入居世帯に加えて、E1-7の入居世帯230世帯の整備が必要

グループ
構成

A.
新築可能な戸数

B.
既存住棟の世帯数

E1-7から受け入れ
られる戸数（A-B）

E8-13 227 184 43

E14-19 261 163 98

E20-26 204 201 3

E27-33 220 157 63

E31-36 217 179 38

既存住棟No.
A.既存住棟の

世帯数
B.新築可能な戸数

E1-7から受け入れ
られる戸数（B-A）

E1-7 230 ー ー

E8-19 347 488 141

E20-26 201 204 3

E27-36 283 396 113

E団地合計 1061 1088 257

254戸（受け入れられる戸数）
　　　≧２３０世帯（E1-7の入居世帯 ）

◇E1-7号棟を移転するには、図の水色枠の範囲を
整備する必要がある

◇884戸を一度に整備することはできない

消す

884戸 254戸

≧230戸

何段階で整備可能か、整備ステップを検討

代替案①　市営住宅用地内だけでの移転

義務教育学校敷地を除いた、既存の住棟と住棟の隙間に何戸の市営住宅を建てられるかシミュレーションしました。
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◇E1-7号棟を移転するには、図の水色枠の範囲を
整備する必要がある

◇884戸の整備には、相当の時間を要するため、
義務教育学校の工事着手が大幅に遅くなる
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【整備ステップの検討】
一度に整備できる戸数は、最大でも４００戸程度（現実的なのは200戸～300戸）
　◇建設費の高騰（建築資材費・人件費の高騰）
　◇人手不足（技術者の担い手不足、千歳市の次世代半導体製造拠点周辺の開発など）

（ステップ分けの条件）
　・隣接する既存住棟が、建築基準法に適合するように、グループ間の境目を設定
　・後続の整備のため、半端な土地を残さない

義務教育学校用地を除いたE団地内に、1088戸の市営住宅を建築可能ですが、
同時にすべてを整備できないので、グループ分けを検討します。
（グループ分けの条件）
　・１グループは200戸から最大でも400戸弱（同時に整備できる上限）
　・飛び地を１グループとするのは不可
　・半端な土地を残さない

また、隙間に建築する場合は、隣接する住棟の入居者を同時に移転する必要がある。
したがって、隣接する住棟の入居世帯に加えて、E1-7の入居世帯230世帯の整備が必要

構成
A.

既存住棟の世帯数
B.

新築可能な戸数
E1-7から受け入れら

れる戸数（B-A）

第1期E8-13 184 227 43

第2期E14-19 163 261 98

第4期E20-26 201 204 3

第3期E27-36 283 396 113

14

◇E1-7の入居者は、3期に分かれて、分散して移転する
必要がある。
◇義務教育学校の開校が遅くなる

前提条件を満たさない
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代替案②
もみじ台東公園ともみじの丘小学校に建設する住棟の配置を工夫できないか。

➡もみじの丘小学校ともみじ台東公園の間の道路を廃止し、大街区化することで、
　　北側の階数を抑えること、小さい住棟を分散して配置すること、南東側の離隔距離を増やすことが可能

◇一方、道路廃止について、住民や関係機関の同意が得られるか不透明

消
す

第３期

南東側の離隔距離は、
最短１０ｍから28ｍに

東側の住棟は、
８階建てから５階建てに

凡例

市営住宅

跡地活用

北側端部の階数は、5階から４階に

15

大街区化
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代替案③
もみじ台東公園ともみじの丘小学校に建設する規模を縮小できないか。

E団地の既存住棟の隙間に建築することで、もみじの丘小学校ともみじ台東公園に整備する戸数を削減可能か検討しました。
　➡もみじの丘小には市営住宅を建てずに、もみじ台東公園に整備する戸数を削減可能
　　　
◇しかし、跡地は減少・ポテンシャル低下、かつ、もみじ台東公園の再整備が、閉鎖後約7年から約15年に

しかし、跡地は減少・ポテンシャル低下、かつ、もみじ台東公
園の再整備が、閉鎖後約7年から約15年に

第1期

第２期以降

第1期

第２期以降

中廊下パターン 片廊下パターン

南東側の離隔
距離は、最短
１０ｍから
35ｍに

東側の住棟は、
８階建てから５階建てに

北側端部の階数は、5階から４階に

南東側の離隔
距離は、最短
１０ｍから
30ｍに

16
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「隙間建築」とは
①既存の建物の隙間に新しい建物を整備
②新しい建物に引っ越し
③既存の建物を解体

メリット：建替え用地を必要としない
デメリット：敷地の高低差に配慮が必要、入居者の住環境へ悪影
響、建物配置への制約、施工上の課題（動線の分離、仮設計画が大
変、ヤード、居住者への配慮）

跡地の活用無しで、全棟を同時に整備すれば、理論上は市営住宅
用地内だけで建て替えが可能だが……
➡同時に整備するには規模が多すぎる、まちのリニューアルにつ
ながらない

➡基本的にもみじ台で使うべき手法ではない

（凡例）
ピンク色：Ｅ１～7
水色：Ｅ１４～16
黄色：Ｅ１７～18

既存住棟の隙間を使った建替えは、以下の流れで行う。
　①既存の建物の隙間に新しい建物を整備
　②新しい建物に引っ越し
　③既存の建物を解体

◇隣接する住棟に人が住んだまま、約３年間工事を行う
　➡騒音、日照、通風など生活環境への影響が非常に大きい

◇E1-7に加えて、隣接する住棟の移転先も同時に整備が必要
　➡敷地が限られるのに、必要な戸数が増える

◇敷地の高低差の影響、建物配置への制約、施工上の困難（動線の分離、仮設計画が複雑）など、技術的な課題も多い

当初の土地利用計画案では、プレイロットなど市営住宅用地内に、まとまった空地がある場合に限って採用しています。

5ｍ程度（外部足場・仮囲いまでの距離）

8階建て

最短7ｍ

17
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代替案①
市営住宅用地内だけで移転・再整備

できないか。

もみじ台公園・もみじの丘小学校ど
ちらも市営住宅を建設しない

代替案③
もみじ台東公園ともみじの丘小学校

に建設する
戸数を減らせないか。

もみじの丘小学校には、市営住宅を
建設しない

戸建て住宅から十分な離隔を確保

代替案②
もみじ台東公園ともみじの丘小学校

に建設する
住棟の配置を工夫できないか。

もみ台東公園ともみじの丘小学校の
中で、分散配置が可能、南東側の離

隔増加

代替案 義務教育学校 跡地活用 公園 市営住宅入居者

代替案① 開校時期大幅遅れ
活用面積減少

ポテンシャル低下
現状維持 負担大

代替案② （当初計画のとおり） （当初計画のとおり） Ｒ１７～移転オープン （当初計画のとおり）

代替案③ （当初計画のとおり）
活用面積減少

ポテンシャル低下
Ｒ２４～移転オープン 一部負担大
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移転に必要な戸数を、一度
に整備できず、義務教育学
校の建設に着手できない

道路廃止について、住民や
関係機関の同意が得られる

か不透明

隙間建築について、住民や
関係機関の同意が得られる

か不透明

代替案① 代替案② 代替案③ 現行案

コミュニティの
まとまり

移転先や時期がバラバラ
に

まとまって移転可能 2期に別れて移転 まとまって移転可能

まちづくりの
スピード

学校の開校が遅くなる 現行案のとおり 公園の再整備が遅くなる 現行案のとおり

センターゾーンの
魅力

・学校と市営住宅に ・学校、コミュニティ施設、
公園が中心部に

・学校、コミュニティ施設、
公園が中心部に

・学校、コミュニティ施
設、公園が中心部に

まちづくりの
効果

・E8-36のエリアがすべて
市営住宅になり、跡地を活
用したまちのリニューアル
に繋がらない
・跡地の面積・ポテンシャ
ルが低下する

・跡地は、活用可能性が
高い幹線道路沿道に

・跡地のポテンシャル低
下
・幹線道路沿道が市営住
宅に

・跡地は、活用可能性
が高い幹線道路沿道に

実現に向けた
課題

・隙間建築について、住民
や関係機関の同意が得ら
れるか不透明

・道路廃止について、住
民や関係機関の同意が
得られるか不透明

・隙間建築について、住
民や関係機関の同意が
得られるか不透明



未定稿

もみじ台東公園が担ってきた機能について

◇一時避難場所
一時避難場所は、切れ目なく利用可能なため差し支えないと考えています。

（参考）現在のスケジュール

　R10-16（公園閉鎖～再整備）：もみじの丘小学校のグラウンドが利用可能、R17～：新公園が利用可能

◇ドクターヘリの発着場
消防局によりますと、もみじ台地域内にはもみじ台東側緑地（陸上競技場・野球場）など東公園以外に5か所の離着陸場を指定
しており、これらを利用可能な状態に維持することで代替機能の確保が可能とのことです。

◇健康・レクリエーションの場
公園が閉鎖されている期間は、近隣市営住宅用地内のプレイロット等を活用して、公園の機能を確保するよう検討を進めてま
いります。また、現在のE8-１３号棟の位置に新公園を整備します。
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もみじ台東公園に市営住宅が建設されることについて

◇日照が遮られることへの懸念
北側の隣地からの離隔を確保するよう、今後具体的な検討を進めてまいります。

また、戸建て住宅が立地するエリアは、現在の制限を維持し、日影となる時間の規制は変えない予定です。

◇プライバシー（外からの視線など）への懸念
植樹により視線を遮るなどの手法について、基本計画等で検討いたします。

◇交通事故や渋滞への懸念
駐車場の出入口を南側（もみじ台東1号線）に設けるなど、交通上支障ないよう基本計画等で検討いたします。

◇工事に伴う騒音・振動・車両の往来への懸念
通常の公共工事と同様、関係法令を遵守し、安全性には最大限の配慮をいたします。

【意見書に対する札幌市の考え】

意見交換会資料はここまで



未定稿
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意見交換会でいただいたご意見の概要
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ご意見の概要

もみじ台東公園を市営住宅用地とする代替案は受け入れられない

論点：

● 公園ではなく、空き地になっている旧もみじ台南中学校跡地

に移転するべき

● 引越し１回にこだわらず仮移転を行えば公園を使う必要はな

いはず

● 生活環境の悪化や資産価値の低下を懸念

1. 建設用地の選定（東公園  vs. 南中学校跡地）

最大の争点であり、すべての議論の起点となっている論点です。

● 市側の主張 : 入居者の移動負担軽減（ 1回の引越しで済ませる「直接移転」）のため、団地内にある「東公園」を種地として利用した

い。南中学校跡地は生活圏が離れ、利便性が低いため不適切。

● 住民側の主張 : 50年間守ってきた「東公園」を潰すことは断固反対。現在空き地となっている「南中学校跡地」こそ活用すべき。住民

の実感としては南中のほうがバス始発や商店街に近く、利便性が高い。

2. 周辺住民への影響と資産価値

戸建て居住者である住民側が、自身の生活環境と財産権について訴えている論点です。

● 住民側の主張 : * 「第一種低層住居専用地域（ 10m制限）」の住宅地に 8階建て（約25m）が建つことによる日照阻害、電波障害、ビル

風（吹き溜まり）への懸念。

○ 公園がなくなること、および高層建築が隣接することによる戸建て住宅の「資産価値（売却価格）の下落」。

● 市側の主張 : 公園や市営住宅に面することで資産価値が変動するのは一般的ではない。建物配置を工夫（セットバックや向きの調

整）することで影響を抑える。

3. 建替えの手法（直接移転  vs. 仮住まい・リノベーション）

「なぜ公園を使わなければならないのか」という手法の妥当性に関する論点です。

● 住民側の主張 : * 民間では当たり前の「仮住まい」をなぜ検討しないのか。一時移転を挟めば公園を潰す必要はない。

○ 人口減少社会において新築（箱物）を作るのではなく、既存棟の耐震改修やリノベーション（エレベーター設置等）で対応すべ

き。

● 市側の主張 : 高齢入居者にとって 2回の引越し（仮住まい）は負担が大きすぎる。学校建設のスケジュールもあり、迅速な集約化が必

要。

4. 行政運営の透明性と信頼関係

合意形成のプロセスに対する不信感に関する論点です。

● 住民側の主張 : * 前回の意見が議事録から削除されているなど、情報操作の疑いがある。

○ 決定事項を押し付けるための「ワークショップ形式」への強い反発。

○ 報道機関への情報リーク（既成事実化）への怒り。

● 市側の主張 : 意図的な情報操作はない。図面を見ながら対話するために形式を選んだ。まだ決定ではなく検討段階である。

5. 将来の街づくりビジョン

もみじ台地域全体の活性化をどう捉えるかという論点です。

● 市側の主張 : 市営住宅を集約して余剰地を生み出し、そこに民間活力（住宅や商業）を導入することで、若い世代に選ばれる街にリ

ニューアルしたい。

● 住民側の主張 : 地域の歴史や現状のコミュニティを無視した再開発は「分断」を生むだけ。ラピダス進出などの外部環境変化も踏ま

え、戸建て居住者も含めた魅力ある住宅地としての整備を考えるべき。

結論としての対立構造：

● 市役所：  「入居者の負担軽減」と「効率的な集約による街の更新」を最優先。

● 住民：  「現在の住環境（公園と低層住宅地の規制）」と「自らの資産価値」の維持を最優先。

もみじ台東公園を市営住宅用地とする代替案は受け入れられない

論点：

● 旧もみじ台南中学校跡地など、他の移転先を検討すべき

● 引越し１回にこだわらず、仮移転を行うべき

● 生活環境の悪化や資産価値の低下を懸念



未定稿
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意見交換会でいただいたご意見に

対する札幌市の考え
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市営住宅の再整備に関する考え方（第１回検討会議より）

● 生活圏をそれぞれの代替案についての検討委員の意見

● 南中跡地は検討不要でいい？（理由）

● 仮移転は検討すべき？、（仮移転の課題を説明）

● 入居者はもみじ台地域内での移転を基本とする
建替え時点の入居者が住み替える住戸数は確保し、希望する人は住み慣れたもみじ台地域

内で暮らし続けられるよう配慮する

● 移転は１回
いまの住まいから、建替後の市営住宅へ本移転 （仮住まいへの仮移転は無し）

● 移転先は極力近い場所へ
いまの生活圏域が大きく変わらないように移転先は近い場所へ

● 既存の自治会単位での住み替え
移転後に、現自治会が分裂・飛び地とならないように配慮する

● 老朽化する団地を効率的に建替え
高層化などによる集約も視野に入れ検討

● 空き住戸の暫定利用を検討する
長期の事業となるため、コミュニティ持続や多世代交流を促す
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旧もみじ台南中学校跡地を移転先とするべき

義務教育学校の設置候補地であるE1-７号棟を含む、

東もみじ自治会入居者の移転先について

旧もみじ台南中学校跡地

● 現位置から離れており、生活圏域が変わる

● ショッピングセンターやバス停から遠くなり、生活利便性が低下

● 入居者はもみじ台地域内での移転を基本とする
建替え時点の入居者が住み替える住戸数は確保し、希望する人は住み慣れたもみじ台地域

内で暮らし続けられるよう配慮する

● 移転は１回
いまの住まいから、建替後の市営住宅へ本移転 （仮住まいへの仮移転は無し）

● 移転先は極力近い場所へ
いまの生活圏域が大きく変わらないように移転先は近い場所へ

● 既存の自治会単位での住み替え
移転後に、現自治会が分裂・飛び地とならないように配慮する

● 老朽化する団地を効率的に建替え
高層化などによる集約も視野に入れ検討

● 空き住戸の暫定利用を検討する
長期の事業となるため、コミュニティ持続や多世代交流を促す
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引越し１回にこだわらず、仮移転を行うべき

高齢者にとっては引越しそのものが負担であることを考慮して、

移転は１回（仮移転なし）として検討を行ってきたところ。

● 精神的負担：環境変化による強い不安や、認知症の発症・進行を招くリスク

● 身体的負担：片付け等の過労による持病の悪化や、不慣れな生活動線での

転倒・怪我のリスク

● 社会的負担：近隣関係との離別による、社会的な孤立と生活意欲の低下

仮移転先への
引越し

既存建物の解体 新築工事

新設住棟への
引越し

約３年間
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生活環境の悪化や資産価値の低下を懸念

公園であった経緯を踏まえて、以下の点に配慮した計画とする

● 北側を階段状にして圧迫感や日照への影響に配慮

● 周辺住宅との離隔距離の確保

● 良好な住環境の形成に資するよう外構の整備を検討

● 入居者はもみじ台地域内での移転を基本とする
建替え時点の入居者が住み替える住戸数は確保し、希望する人は住み慣れたもみじ台地域

内で暮らし続けられるよう配慮する

● 移転は１回
いまの住まいから、建替後の市営住宅へ本移転 （仮住まいへの仮移転は無し）

● 移転先は極力近い場所へ
いまの生活圏域が大きく変わらないように移転先は近い場所へ

● 既存の自治会単位での住み替え
移転後に、現自治会が分裂・飛び地とならないように配慮する

● 老朽化する団地を効率的に建替え
高層化などによる集約も視野に入れ検討

● 空き住戸の暫定利用を検討する
長期の事業となるため、コミュニティ持続や多世代交流を促す

第２回検討会議で公表した案

● 北側を階段状にして日照への影響に配慮

● 周辺住宅との離隔距離の確保

● 良好な住環境の形成に資するよう外構の整備を検討

代替案②

● 北側の階数を抑える（５階➡４階）

● 小さい住棟を分散して配置する

● 南東側の離隔距離を増やす（10ｍ➡28ｍ）

代替案③

● もみじの丘小学校には市営住宅を整備しない

● もみじ台東公園に整備する戸数を減少

片廊下パターン

南東側の離隔
距離は、最短
１０ｍから
35ｍに

東側の住棟は、
８階建てから５階建てに

北側端部の階数は、5階から４階に

大街区化

南東側の離隔距離は、
最短１０ｍから28ｍに

代替案② 代替案③
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ご議論いただきたいこと
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ご議論いただきたいこと

● 札幌市が前提とした代替案検討にあたっての条件について

代替案検討の条件

もみじ台地域のより良い土地利用再編に必要だと考える条件

市営住宅もみじ台団地の移転計画について
　コミュニティに配慮し、1回の引越しで行う計画とします。

都市計画法（高さや容積率など）、建築基準法（日影規制など）の法規制

義務教育学校とコミュニティ施設について
　まちづくり指針を踏まえ、地域の中心部に、可能な限り早期に整備します。

技術的制約

同時に整備できる戸数の上限（建設費高騰・人手不足）

➡まず最初に、少なくともE1-7号棟を移転対象とする必要があります。

➡入居世帯数分の住戸を再整備します。

➡階数の上限は8階建てとします（これまでの検討と同じ）

➡200戸程度を基本に、最大でも400戸程度を上限とします。　（これまでの検討と同じ）

E団地、S団地、N団地+W団地、３つの系統を並行して玉突きで建替え

➡移転は、E団地内で完結できるよう、段階的に行います。
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当初案・代替案② 代替案① 代替案③

● それぞれの代替案の土地利用について

●

ご議論いただきたいこと

跡地活用 市営住宅 公園 義務教育学校+コミュニティ施設凡例：

● それぞれの代替案に対する評価

・学校+コミュニティ施設と公園が連携したセン
ターゾーンの機能強化
・市営住宅の集約による幹線沿道の跡地活用
・公園に建設する市営住宅は周辺に配慮

・学校の開校が遅くなる
・センターゾーンの機能強化は限定的
・活用する跡地面積の減少と活用の幅の低下
・公園は現状維持

・学校+コミュニティ施設と公園が連携したセン
ターゾーンの機能強化
・活用する跡地面積はやや減少
・もみじの丘小は跡地活用
・公園に整備する市営住宅の規模は減少

代替案① 代替案② 代替案③ 現行案

コミュニティの
まとまり

移転先や時期がバラバラ
に

まとまって移転可能 2期に別れて移転 まとまって移転可能

まちづくりの
スピード

学校の開校が遅くなる 現行案のとおり 公園の再整備が遅くなる 現行案のとおり

センターゾーンの
魅力

・学校と市営住宅に ・学校、コミュニティ施設、
公園が中心部に

・学校、コミュニティ施設、
公園が中心部に

・学校、コミュニティ施
設、公園が中心部に

まちづくりの
効果

・E8-36のエリアがすべて
市営住宅になり、跡地を活
用したまちのリニューアル
に繋がらない
・跡地の面積・ポテンシャ
ルが低下する

・跡地は、活用可能性が
高い幹線道路沿道に

・跡地のポテンシャル低
下
・幹線道路沿道が市営住
宅に

・跡地は、活用可能性
が高い幹線道路沿道に

実現に向けた
課題

・隙間建築について、住民
や関係機関の同意が得ら
れるか不透明

・道路廃止について、住
民や関係機関の同意が
得られるか不透明

・隙間建築について、住
民や関係機関の同意が
得られるか不透明


